
農地法許可申請の流れ

☆農地法第３条許可（農地を耕作目的で所有権移転（売買、贈与、交換等）をする場合）

農業委員会許可(標準処理期間２０日間）

申請者
農業委員会
事務局

農業委員会
総 会

（毎月１０日頃）

①申請書提出
（毎月２５日締切）

②許可書通知（交付）

※申請締切日は原則として、２５日が休日の場合は
翌開庁日となります。

※総会の定例日は毎月１０日ですが、開催が前後する
場合があります。

☆農地法第４・５条許可（農地転用・・・農地を農地以外にする場合）

県知事許可(標準処理期間４週間）

申請者
農業委員会
事務局

農業委員会
総 会

（毎月１０日頃）

①申請書提出
（毎月２５日締切）

農林水産大臣福岡県知事

④意見を付して
送付 協議

回答

４ha超の農地の転用の場合に実施
（地域整備法の定めるところに
従って転用する場合を除く）農業会議

②意見聴取③意見書送付

３０a超の農地の転用の場合及び３０a
以下の農地の転用であって以下の場合
に実施
ア １０a超の農用地区域内農地
又は第１種農地を転用する場合
（ただし、あらかじめ農振除外
をして転用申請が行われた案件
は対象外）

イ 営農型太陽光発電設備の設置
のため転用する場合

⑤許可書送付⑥許可書通知
（交付）

法４条：農地の所有者が自らその農地を転用する場合
法５条：現在農地の使用収益権を持たない者が農地の所有者、

耕作者から農地を買受け、借受け、あるいは耕作権の
移転を受けて転用する場合


